
 

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付要綱 

 

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 

３１川ここ家第１１１号 

市 長 決 裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号。以

下「法」という。）による児童扶養手当（以下「児童扶養手当」とい

う。）の支給を受けている者又は川崎市ひとり親家庭等医療費助成条

例（平成３年条例第３０号。以下「条例」という。）による医療費の

助成を受けることができるひとり親等（条例第３条に定めるひとり親

等をいう。以下同じ。）のうち、雇用契約上通勤交通費の全部又は一

部が支給されていないと認められる者等について、その通勤に係る費

用を助成することにより、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、

もって、親と子の将来の自立に向けた支援を行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１）ひとり親等 市から児童扶養手当の支給を受けている者又は条例

第３条に定めるひとり親等をいう。ただし、生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）による保護を受けている者を除く。 

（２）公共交通機関 電車、バス、モノレールその他市長が認めた交通

機関をいう。 

（交付対象者） 



第３条 助成金の交付を受けることができる者（以下、「交付対象者」

という）は、ひとり親等のうち、現に雇用され、その通勤において公

共交通機関を利用することを常例とする者であって、雇用契約上通勤

交通費の全部又は一部が支給されていないと認められる者その他これ

に準ずる者とする。 

 

（通勤交通費の助成） 

第４条 市は、次の各号に掲げる通勤交通費（交付対象者の自宅から勤

務地まで又は勤務地から他の雇用主に係る勤務地までの通勤に係る交

通費をいう。以下同じ。）を、交付対象者に助成する。 

（１）公共交通機関に係る通勤定期乗車券料金 

（２）公共交通機関に係る運賃（通勤定期乗車券以外の乗車券等を使用

す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 限

る。） 

（３）その他市長が必要と認める経費 

（助成の基準） 

第５条 前条の助成の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経

済的と認められる通常の経路及び方法に係る必要最小限度の実費とす

る。 

２ 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各

号の通勤交通費は助成しない。ただし、公共交通機関を利用すること

について市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（１）自宅から勤務地まで又は勤務地から他の雇用主に係る勤務地まで、

徒歩により通勤するものとした場合の距離が片道２キロメートル未

満であるとき通勤交通費の全額 



（２）通勤にバスを利用する場合において、乗車する区間の走行距離が

１キロメートル未満であるとき当該バスの乗車に係る通勤交通費 

（助成金の額の算定の方法） 

第６条 助成金の額は、月額９，０００円を上限とし、算定方法につい

ては、次の各号に定めるところによる。 

（１）通勤定期乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると

認められる場合通用期間が６か月（６か月の通勤定期乗車券の取扱

いがない場合は、通勤定期乗車券の取扱いがある最長の期間。以下

同じ。）である通勤定期乗車券の額を通用期間で除し、助成すべき

期間を乗じた額。ただし、通用期間が６か月未満である通勤定期乗

車券を購入することについて、やむを得ない理由があると特に市長

が認めた場合は、当該通勤定期乗車券の金額を通用期間で除し、助

成すべき期間を乗じた額。なお、ＪＲ通勤定期乗車券については、

特定者に対するＪＲ通勤定期券の割引制度を利用した購入額にて算

定する。 

（２）通勤定期乗車券以外の乗車券等を使用することが最も経済的かつ

合理的であると認められる場合運賃、時間、距離等の事情に照らし

最も経済的と認められる通常の経路及び方法として市長が認めたも

のに係る運賃等 

（３）前２号の規定にかかわらず、雇用主等から通勤交通費の一部が支

給されていると認められる場合は、相当額を差し引いた上で助成を

行う。 

（交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請書（第１号様式）及び



就労等証明書（第２号様式）に必要書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 申請は、通勤定期乗車券を購入した場合については、当該通勤定期

乗車券の通用開始日の翌日から起算して１年を経過する日の属する月

の月末までに、通勤定期乗車券を購入しない場合については、当該運

賃に係る乗車の日の翌日から起算して１年を経過する日の属する月の

月末までに行うものとする。ただし、災害その他、市長がやむを得な

いと認める場合については、この限りでない。 

（助成金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、

申請書その他書類を審査し、速やかに、助成金の交付の可否を決定す

るものとする。 

２ 市長は、助成金の交付を決定したときは、ひとり親家庭等通勤交通

費助成金交付決定通知書（第３号様式）により、助成金の不交付を決

定したときは、ひとり親家庭等通勤交通費助成金不交付決定通知書

（第４号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第９条 助成金は、前条第１項による助成金の交付決定後、次の各号に

掲げる口座に助成金を支払うものとする。 

（１）申請者が児童扶養手当の支給を受けている者である場合 児童扶

養手当の振込指定口座 

（２）申請者が条例第３条による医療費の助成を受けることができるひ

とり親等である場合 申請者が指定する口座 

（助成申請内容の変更等） 

第１０条 助成金の交付を受けた申請者は、助成金の申請内容に変更が



ある場合は、ひとり親家庭等通勤交通費助成金変更承認申請書（第５

号様式）を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 申請者は、助成金交付対象期間中に、退職又は休職等をしようとす

るとき、通勤定期乗車券を解約しようとするとき又は第３条に定める

交付対象者ではなくなったときは、ひとり親家庭等通勤交通費助成金

資格喪失届（第６号様式。以下「資格喪失届」という。）を市長に提

出しなければならない。 

（助成申請内容の変更又は資格喪失の承認及び通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、

その内容について審査し、承認の可否等を決定するものとする。 

２ 市長は、前条第１項に規定する申請に係る承認を決定したときは、

ひとり親家庭等通勤交通費助成金に係る変更承認決定通知書（第７号

様式）により、前条第２項に規定する届出に係る決定をしたときは、

ひとり親家庭等通勤交通費助成金に係る資格喪失通知書（第８号様式。

以下「資格喪失通知書」という。）により、申請者に通知するものと

する。 

３ 第１項の決定により、過払い金が生じた場合は、申請者は相当額を

返還しなければならない。 

（職権に基づく資格喪失の処理） 

第１２条 市長は、申請者から第１０条第２項の届出がない場合におい

ても、児童扶養手当の受給に関する記録等から、申請者が第３条に定

める交付対象者ではなくなったことを確認できた場合は、職権により、

第１０条第２項の届出があったものとみなし、交付対象者の資格の消

滅を決定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により、交付対象者の資格の消滅を決定した場



合は、資格喪失通知書により申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により、過払い金が生じた場合も、前条第３項と同様

とする。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段で助成金の交付を受

けたとき、助成金交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により助成金交付の全部又は一部を取り消した

場合は、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（実績報告等の提出） 

第１４条 申請者は、助成交付決定があった日から３０日を経過した日

又は助成金の交付決定があった会計年度の３月末日のいずれか早い日

までに、ひとり親家庭等通勤交通費助成金実績報告書（第９号様式）

に必要な書類を添付して、市長に報告しなければならない。 

（助成金等の額の確定等） 

第１５条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その

報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、

申請者に通知するものとする。ただし、交付決定額と助成金の額確定

額が同額の場合は、通知を省略することができる。 

（助成金の交付に関する調査） 

第１６条 市長は、助成金の交付について必要と認めたときは、助成金

の交付申請をした者、助成金の交付を受けた者、助成金の交付申請又

は交付を受けた者の雇用主その他の関係者に対し、報告又は必要な資

料の閲覧を求めることができる。 

（譲渡又は担保の禁止） 



第１７条 助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供しては

ならない。 

（個人情報の保護） 

第１８条 当該業務に従事している者又は従事していた者は、その業務

により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に利用してはならない。 

（電子申請） 

第１８条の２ この要綱に定める申請又は届出は、別途定める電子申請

の方式によることができる。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長

が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、必要事項を補記した上、引き続きこれを使用する

ことができる。 

 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年５月１９日から施行し、令和４年４月１日か

ら適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、この要綱の適用の日以後の通勤に係る通勤

交通費の助成について適用し、同日前の通勤に係る通学交通費の助成

については、なお従前の例による。 

３ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、必要事項を補記した上、引き続きこれを使用する

ことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、必要事項を補記した上、引き続きこれを使用する

ことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の通勤に係る通勤

交通費の助成について適用し、同日前の通勤に係る通学交通費の助成



については、なお従前の例による。 

３ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、必要事項を補記した上、引き続きこれを使用する

ことができる。 
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第４号様式 
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第６号様式 

  



第７号様式 

  



第８号様式 

   



第９号様式 

 

 


